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本日ご議論いただきたい内容

2

内容テーマ

（１）予防接種基本計画の記載等
【１】予防接種健康被害救済制度について

（２）予防接種健康被害救済制度等について

（１）広報・周知について
【２】現在の取組

（２）審査の迅速化について

（１）予防接種基本計画における記載内容の検討【３】今後の検討



予防接種基本計画及び新型インフルエンザ等対策政府行動計画の記載（健康被害救済制度）

第二 国、地方公共団体その他関係者の予防接種に関する役割分担に関する事項

一 国の役割
法第二十三条の規定に基づき、予防接種に関する啓発及び知識の普及、予防接種の研究開発の推進及びワクチンの供給の確保等必要な措置、予防

接種事業に従事する者に対する研修の実施等必要な措置並びに予防接種の有効性及び安全性の向上を図るために必要な調査及び研究について着実な
実施を図るとともに、副反応報告制度の運用及び健康被害の救済についても、円滑な運用を行う。

二 都道府県の役割
予防接種に関わる医療従事者等の研修、地域の予防接種を支援するための中核機能を担う医療機関の整備及び強化、広域的な連携について協議す

る場を設けるための支援、緊急時におけるワクチンの円滑な供給の確保及び連絡調整、市町村における健康被害の救済の支援、予防接種の安全性の
向上のための副反応報告制度の円滑な運用への協力並びに予防接種の有効性の評価に資する感染症発生動向調査の実施への協力等に取り組むよう努
める必要がある。

三 市町村の役割
市町村は、定期の予防接種の実施主体として、医師会等の関係団体との連携の下に、適正かつ効率的な予防接種の実施、健康被害の救済及び住民

への情報提供等を行う。

第四 予防接種の適正な実施に関する施策を推進するための基本的事項

二 健康被害救済制度
健康被害救済制度については、引き続き客観的かつ中立的な審査を行うとともに、国、地方公共団体その他関係者は、国民にとって分かりやすい

形で情報提供する必要がある。
また、国民が予防接種に対して安心感を得られるよう、定期の予防接種の健康被害救済制度及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構（以下「Ｐ

ＭＤＡ」という。）が実施する健康被害救済制度について、制度の周知及び広報の充実に取り組む必要がある。

【１】予防接種健康被害救済制度について （１）予防接種基本計画の記載等

第３節対応期
3-4-4. 健康被害に対する速やかな救済

国は、予防接種の実施により健康被害が生じたと認定した者について、速やかに救済を受けられるように、制度の周知を徹底するとともに、申請
者が急増した場合には、体制強化を図り、迅速な救済に取り組む。

予防接種基本計画（平成26年厚生労働省公示121号）

新型インフルエンザ等対策政府行動計画（令和６年７月２日閣議決定）
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予防接種健康被害調査委員会に
おいて、医学的な見地から当該
事例について調査し、審査に係
る資料を整理した上で進達。

健康被害を受けた方

疾病・障害認定審査会
（感染症・予防接種審査分科会）
（新型コロナウイルス感染症
予防接種健康被害審査部会）

厚生労働省

市町村

① 申請

③ 意見聴取

④ 意見

⑥ 支給 ・ 不支給

②
進
達

⑤
認
定
・

否
認

必要に応じ、医療機関等に対し、
審査に係る資料の提出を求める。

都道府県
を経由

救済制度の流れ

予防接種健康被害救済制度

○ 予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれではあるが不可避的に生ずるものであることを踏まえ、接種
に係る過失の有無にかかわらず、迅速に幅広く救済。

○ 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによ
るものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村より給付。ただし、特例承認され、臨時接種に位置
付けられた新型コロナワクチンに係る健康被害救済の給付については、市町村からなされるが、国により全
額補填。

○ 認定に当たっては、専門家により構成される疾病・障害認定審査会において、予防接種と健康被害の因果
関係に係る審査を実施。

審査状況（令和６年８月30日時点）
進達受理件数：11,863件
認定件数： 7,994件
否認件数： 2,228件
現在の保留件数： 16件

障害年金に関するものの件数
（令和６年８月30日時点）
●進達受理件数について 603件
●審査件数について
認定件数： 115件
否認件数： 216件
保留件数： ０件

死亡事例に関するものの件数
（令和６年８月30日時点）
●進達受理件数について 1, 485件
●審査件数について
認定件数： 777件
否認件数： 329件
保留件数： ３件

障害児養育年金に関するものの件数
（令和６年８月30日時点）
●進達受理件数について 18件
●審査件数について
認定件数： １件
否認件数： ９件
保留件数： ０件



予防接種に係る健康被害に対する給付額の比較

(参考)医薬品副作用被害救済制度

生物由来製品感染等被害救済制度

Ｂ類疾病の定期接種臨時接種及び

Ａ類疾病の定期接種

製薬企業の社会的責任に基づき救済を行う
ことを基本とする（財源は企業拠出金）

予防接種は感染症のまん延を予防するため公衆衛生の見地から行い、臨時接種及びＡ類疾病
は国民に努力義務を課している。接種率確保のためにも十分な救済措置が必要であり、救済
の考え方としては国家補償的精神に基づき社会的公正を図るもの（財源は国及び自治体）

救済の性質

健康保険等による給付の額を除いた自己負
担分（入院相当）

Ａ類疾病の額に準ずる

（入院相当）

健康保険等による給付の額を除いた自己負
担分（入院相当に限定しない）

医療費

通院3日未満 （月額） 36,900円
通院3日以上 （月額） 38,900円
入院8日未満 （月額） 36,900円
入院8日以上 （月額） 38,900円
同一月入通院 （月額）38,900円

（通院は入院相当に限定）

Ａ類疾病の額に準ずる通院３日未満 （月額） 36,900円
通院３日以上 （月額） 38,900円
入院８日未満 （月額） 36,900円
入院８日以上 （月額） 38,900円
同一月入通院 （月額） 38,900円

医療手当

1級 （年額） 927,600円
2級 （年額） 741,600円

1級 （年額） 1,669,200円
2級 （年額） 1,334,400円

障害児養育年金

1級 （年額） 2,966,400円
2級 （年額） 2,373,600円

1級 （年額） 2,966,400円

2級 （年額） 2,373,600円

1級 （年額） 5,340,000円
2級 （年額） 4,272,000円

3級 （年額） 3,202,800円

障害年金

・生計維持者でない場合
遺族一時金 7,783,200円

・生計維持者である場合
遺族年金（年額）2,594,400円

（10年を限度）

・生計維持者でない場合
遺族一時金 7,783,200円

・生計維持者である場合
遺族年金（年額）2,594,400円

（10年を限度）

死亡一時金 46,700,000円死亡した
場合の補償

215,000円Ａ類疾病の額に準ずる215,000円葬祭料

1級 （年額） 854,400円
2級 （年額） 569,600円

介護加算

（注１）単価は2024年4月現在
（注２）具体的な給付額については、政令で規定
（注３）Ｂ類疾病の定期接種に係る救済額については、医薬品副作用被害救済制度の給付額を参酌して定めることとされている
（注４）介護加算は、施設入所又は入院していない場合に、障害児養育年金又は障害年金に加算するもの
（注５）新臨時接種（接種の勧奨は行うものの、接種の努力義務のかからない接種）については、給付の内容はＡ類疾病の定期接種と同様ではあるものの、

給付水準はＡ類疾病の定期接種とＢ類疾病の定期接種の中間的な水準としている

【１】予防接種健康被害救済制度について （２）予防接種健康被害救済制度等について
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予防接種健康被害救済制度の考え方

○ 法に基づく予防接種は社会防衛上行われる重要な予防的措置であり、極めて稀ではあるが不可避的に健康被害が起こり
うるという特性があるにも関わらずあえて実施しなければならないということに鑑み、健康被害を受けた者に対して特別な配慮を
するために設けられた制度である。

〇 本制度による給付を受けるためには、疾病・障害認定審査会の審査を経る必要がある。同分科会においては、申請資料に
基づき、個々の事例ごとに

症状の発生が医学的な合理性を有すること
時間的密接性があること
他の原因によるものと考える合理性がないこと

等について、医学的見地等から慎重な検討が行われている。

〇 その上で、認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こること
を否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われている。

（参考）WHO：予防接種と有害事象の因果関係評価に関するマニュアル

個別事例について、予防接種と予防接種後に生じた有害事象の因果関係を厳密に証明することは通常不可能である。

多くの場合、予防接種を原因とすることが収集されたエビデンスと①整合的か、②不整合的か、③不確定かを、
以下のような点を考慮しつつ判断するにとどまる。

• 予防接種と有害事象の時系列
• 疫学的なエビデンス
• 生物学的な妥当性
• 他の要因による説明可能性
• 予防接種と当該有害事象の関連性に関する事前のエビデンス

【１】予防接種健康被害救済制度について （２）予防接種健康被害救済制度等について
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国民への広報・周知について

厚生労働省ＨＰ 予防接種健康被害救済制度について.pdf
５種混合ワクチン.pdf (mhlw.go.jp)

○ 予防接種健康被害救済制度に係る専用ホームページにて案内を行うとともに、保護者向けのリーフレットにお
いても健康被害救済制度の周知を行っている。

【２】現在の取組 （１）広報・周知について
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自治体への周知について

【２】現在の取組 （１）広報・周知について

○ 新型コロナウィルス感染症がB類疾病の定期接種に位置づけられるにあたり、新型コロナワクチン接種に係る救
済制度の取り扱いについて、自治体説明会にて必要な周知を行っている。

令和５年12月25日 自治体説明会32資料.pdf (mhlw.go.jp)
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感染症・予防接種審査分科会の審査体制について
【２】現在の取組 （２）審査の迅速化について

○ 新型コロナワクチンに係る審査については、膨大な進達件数に対応するために体制を強化する必要があった。

○ 新型コロナウイルス感染症予防接種健康被害審査第一・第二・第三部会を令和５年１月～６月に設置し、開催
回数を月1回から月4回へ増加。

９
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新型コロナワクチンの予防接種健康被害救済制度についての審査の実績

審査済件数： 10,222件（令和６年８月30日時点）

第３部会増設（月４回開催）

○ 新型コロナワクチンに係る審査については、①審査会の開催頻度の増加、②審査会の増設、③事務局機能の増
強の取組により、審査の迅速化に努めている。

令和４年11月以降：月ごとの処理件数及び累計未処理件数

【２】現在の取組 （２）審査の迅速化について
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予防接種基本計画における記載内容の検討

【３】今後の検討

○ 現行の基本計画では、①健康被害救済に係る円滑な運用、②健康被害救済制度の周知及び広報が求められている
ところ。

○ 予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれではあるが不可避的に生ずるものであることを踏まえ、接種に
係る過失の有無にかかわらず、迅速に幅広く救済している。

○ 健康被害救済の認定に当たっては、医学的見地等から個別に審査を行った上で、厳密な因果関係までは求めず、
予防接種によることが否定できない場合も含めて認定を行っている。

〇 健康被害救済制度の国民への周知・広報については、リーフレットにて行うとともに、新型コロナワクチンの定
期接種が開始されるにあたり、自治体説明会でも自治体に対して必要な周知を行っている。

〇 新型コロナワクチンに係る審査については、膨大な進達件数への救済制度の円滑な運用のために、新型コロナウ
イルス感染症予防接種健康被害審査第一・第二・第三部会を令和５年１月～６月に設置し、開催回数を月1回から
月4回へ増加することで、迅速な審査に努めている。

○ 今後の感染症危機においても、円滑な運用が可能となるように政府行動計画でも求められているところ。

● 新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、現行の基本計画の周知及び広報の観点は重要であることから、国民
にとって分かりやすい制度の周知及び広報の充実に引き続き取り組む旨の記載としてはどうか。

● 今後救済制度における申請者が急増した場合には、新型コロナウイルス感染症の経験を踏まえ、体制強化を図り、
迅速な救済に取り組む旨を新たに記載してはどうか。

現状

予防接種基本計画の記載に係る考え方（案）
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